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平成３０年９月甲良町議会定例会会議録 

平成３０年９月６日（木曜日） 

 

◎本日の会議に付した事件（議事日程） 

第１       会議録署名議員の指名 

第２ 報告第２号 平成２９年度甲良町財政健全化判断比率の報告について 

第３ 報告第３号 平成２９年度甲良町下水道事業特別会計資金不足比率の 

         報告について 

第４ 報告第４号 平成２９年度甲良町水道事業会計資金不足比率の報告に 

         ついて 

第５ 認定第１号 平成２９年度甲良町一般会計歳入歳出決算認定について 

第６ 認定第２号 平成２９年度甲良町国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

         認定について 

第７ 認定第３号 平成２９年度甲良町下水道事業特別会計歳入歳出決算認 

         定について 

第８ 認定第４号 平成２９年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 

         入歳出決算認定について 

第９ 認定第５号 平成２９年度甲良町土地取得造成事業特別会計歳入歳出 

         決算認定について 

第10 認定第６号 平成２９年度甲良町墓地公園事業特別会計歳入歳出決算 

         認定について 

第11 認定第７号 平成２９年度甲良町介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

         について 

第12 認定第８号 平成２９年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳 

         出決算認定について 

第13 認定第９号 平成２９年度甲良町水道事業会計歳入歳出決算並びに事 

         業報告の認定について 

第14 議案第53号 甲良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第15 議案第54号 甲良町税条例の一部を改正する条例 

第16 議案第55号 平成３０年度甲良町一般会計補正予算（第２号） 

第17 議案第56号 平成３０年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算（第 

         １号） 

第18 議案第57号 平成３０年度甲良町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

第19 同意第５号 甲良町教育委員会教育長の任命につき、同意を求めるこ 

         とについて 
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第20 同意第６号 甲良町教育委員会委員の任命につき、同意を求めること 

         について 

 

◎会議に出席した議員（１２名） 

   １番 岡 田 隆 行 ２番 田 中 章 浩 

   ３番 山 田   充 ４番 山 田 裕 康 

   ５番 野 瀬 欣 廣 ６番 阪 東 佐智男 

   ７番 宮 嵜 光 一 ８番 木 村   修 

   ９番 西 川 誠 一 １０番 建 部 孝 夫 

  １１番 西 澤 伸 明 １２番 丸 山 恵 二 

 

◎会議に欠席した議員 

   な  し 

 

◎会議に出席した説明員 

 町   長 野 瀬 喜久男 教 育 長 橋 本   悟 

 総 務 課 長 中 川 雅 博 教 育 次 長 西 村 克 英 

 税 務 課 長 福 原   猛 学校教育課長 上 橋 純 子 

 住 民 課 長 小 林 千 春 社会教育課長 大 野 けい子 

 企画監理課長 村 岸   勉 保健福祉課長 米 田 志保子 

 総務課参事 橋 本 浩 美 建設水道課長 中 村 康 之 

 人 権 課 長 中 川 愛 博 会計管理者 宮 川 哲 郎 

 産 業 課 長 北 坂   仁 

 

◎議場に出席した事務局職員 

 事 務 局 長 陌 間   忍 書 記 藤 井 千 恵 
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（午前９時００分 開会） 

○丸山議長 ただいまの出席議員数は１２人です。 

 議員定足数に達していますので、平成３０年９月甲良町議会定例会２日目

を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、既に配布しているとおりです。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、６番 阪東議員、７番 宮嵜議員を指名します。 

 これより、町長の挨拶、行政報告ならびに提案説明を求めます。 

 町長。 

○野瀬町長 議員の皆さん、おはようございます。 

 本日、平成３０年９月甲良町議会定例会を招集いたしましたところ、議員

各位におかれましては、大変お忙しいところご出席いただきまして、まこと

にありがとうございます。また、平素は町政全般にわたりまして格別のご支

援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 それでは、提案説明の前に若干の行政報告をさせていただきます。 

 初めに、８月９日に全国町村会主催の第３回町長連絡会議が開催され、平

成３１年度県予算・施策に関する要望について協議をいたしました。最重点

要望といたしまして、滋賀県地震防災プラン等の着実な推進について、地方

財政の充実についてなど、１０項目の要望をいたしているところであります。

本年７月の台風１２号の発生の際には、避難準備情報を発令し、各字の一時

避難所の開設および東西両小学校および長寺センター、呉竹センターの広域

避難所の開設を行いました。幸い当町には被害はなかったものの、避難所開

設以来初めての自主避難者が１０人ありました。また、先般の台風２０号に

おいては、広域避難所として長寺・呉竹両センター、保健福祉センターの３

カ所を開設し、一時避難所は金屋・法養寺の区が開設をされました。合わせ

て５人の方の避難がありました。 

 そして、昨日９月５日の全員協議会でご報告したとおり、９月４日には台

風２１号の襲来がありました。直前の２つの台風同様、避難所を開設し、集

落・区のご協力をいただき、早目の避難所を対応いたしました。また、この

台風は、観測史上を更新する最大瞬間風速に見舞われ、農業用ハウスのビニ

ール、パイプの破損や家屋の屋根の破損、公共施設の屋根材の剥離、そして

長時間にわたる停電などの被害が発生いたしました。この３回の台風時に避

難所を開設したところであり、今後、町と区の任務分担の明確化を図ってい

きたいと考え、地域防災のあり方について一つ一つ改善し、よりよいものに

なるよう努めていきたいと考えております。 
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 今月９月９日に甲良町総合防災訓練を実施いたします。けさ北海道安平町

で震度６強の地震が発生をし、厚真町や千歳空港の被害の状況が報告をされ

ているところであります。９日に実施する本町の防災訓練も地震発生を想定

した訓練であります。議員の皆さんにおかれましても、地元での参加をお願

いし、安心・安全な甲良町を住民と一体となってつくっていきたいと思って

おります。 

 次に、職員の服務に関する第三者委員会を、８月１７日に第１回目を開催

させていただきました。過年度における甲良町職員の職務遂行上の課題の解

明と組織風土に係る課題のそれぞれを公平かつ客観的に調査検証を願い、体

質改善を図り、職員力の向上につなげていきたいと考えております。  

 報告第２号から４号は、財政健全化判断比率および公営企業会計の資金不

足比率の報告でございます。平成３０年度の状況として、実質赤字比率およ

び連結実質赤字比率については、実質収支が黒字のため比率は算出されてい

ません。実質公債比率につきましては、前年度と比較して０．７ポイントの

悪化の１１．９％となりました。将来負担比率につきましては、前年度と同

じく比率は算出されていません。公営企業会計における資金不足比率は、下

水道事業会計および水道事業会計の各会計とも資金不足を生じておりません

ので、比率は算出されておりません。引き続き各会計とも財政の健全化に向

け努力をする所存でございます。 

 認定第１号から認定第９号は、平成２９年度の甲良町一般会計および特別

会計、企業会計の歳入歳出決算の認定をお願いするものでございます。内容

を事業面から申し上げますと、交通安全・防犯関連では、グリーンベルト設

置および各字防犯灯ＬＥＤ化への補助事業、まちづくり関連では、地方創生

交付金事業および地方創生拠点整備事業、保健福祉関連では、福祉医療費助

成、健康増進事業および後期高齢者医療健診事業、建設水道関連では、地籍

調査および社会資本整備交付金事業、舗装修繕など、その他にも各所属にお

いて諸事業の充実および推進を図ってまいりました。 

 財政面では、普通会計における決算額を前年度と比較しますと、歳入総額

が３９億９，５８５万３，０００円で６．２％の減、歳出総額が３８億４，

８７２万８，０００円で４．２％の減となっております。歳入の減額理由と

して、大きくは地方創生交付金や臨時福祉給付金交付金など、国庫支出金の

減、前年度からの繰越金の減によるものでございます。 

 次に、地方債現在高につきましては順調に償還を行い、対前年１億９，３

１４万４，０００円減の２６億１，３５１万５，０００円となりました。よ

って、地方債現在高比率につきましても、対前年７．４ポイント減少し、１

１１．６％になったところであります。また、積立金現在高につきましては、
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対前年４，６２８万円減の９億９，２２２万１，０００円となりました。 

 今後の財政運営につきましては、徴収対策について個別課題に取り組むと

ともに、脆弱体質を見据えて事業仕分けや事業縮減に取り組み、財政健全化

につなげたいと考えております。 

 続きまして、議案第５３号は、甲良町職員の給与に関する条例の一部を改

正するものであります。職員給与から給食費に相当する金額を控除すること

ができることを加える改正でございます。 

 議案第５４号は、地方税法の改正に伴い、甲良町税条例の一部を改正する

ものであります。 

 議案第５５号 平成３０年度甲良町一般会計補正予算（第２号）では、歳

入歳出それぞれ１億１，０５９万７，０００円を追加し、補正後の予算額を

４１億２，３０８万７，０００円とするものでございます。主な内容といた

しましては、全体的には人件費が主な補正となっております。その他の内容

を申し上げますと、総務費では、財政調整基金の積立金の増額、社会福祉費

では、介護保険会計への事務費繰り出しの増額、児童福祉費では、臨時保育

士賃金の減額、保健衛生費では、国民健康保険への事務費繰り出しの増額で

あります。教育費では、教育施設整備基金積立金の増額、また教育施設整備

費の計上などによるものでございます。 

 議案第５６号は、平成３０年度甲良町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）で６，９７３万９，０００円を追加し、補正後の予算額を１０億２，

２７１万９，０００円とするものでございます。人件費の補正のほか、主な

内容といたしましては、補助金等返還金および予備費の増によるものでござ

います。 

 議案第５７号は、平成３０年度甲良町介護保険特別会計補正予算（第１号）

で２，９７６万２，０００円を追加し、補正後の予算額を８億６，６３１万

２，０００円とするものでございます。人件費補正のほか、主な内容といた

しましては、補助金返還金および予備費の増によるものでございます。 

 同意第５号は、甲良町教育委員会教育長の任命につき、同意を求めるもの

であります。 

 同意第６号は、甲良町教育委員会委員の任命につき、同意を求めるもので

ございます。 

 以上、簡単でございますが、本日提出いたしました案件について、その概

要を申し上げました。何とぞよろしくご審議いただき、適切な認定、議決等

を賜りますようお願い申し上げまして、提案説明といたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○丸山議長 続いて、日程第２ 報告第２号から日程第４ 報告第４号までを
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一括議題とします。 

 報告書が提出されていますので、報告を求めます。 

 総務課長。 

○中川総務課長 報告第２号を報告させてもらいます。 

 平成２９年度甲良町財政健全化判断比率の報告についてということで、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定によりまして、

甲良町財政健全化比率を報告するものであります。内容は、裏面をお願いい

たします。 

 まず、健全化判断比率、１つ目、実質赤字比率であります。平成２９年度

はありません。早期健全化基準が１５％であります。 

 ２番目の連結実質赤字比率ですが、これも２９年度はありません。早期健

全化基準が２０％であります。 

 ３番目の実質公債費比率です。平成２９年度は１１．９％です。早期健全

化基準が２５％であります。 

 ④の将来負担比率です。平成２９年度はありません。早期健全化基準が３

５０％であります。 

 続きまして、報告第３号です。平成２９年度甲良町下水道事業特別会計資

金不足比率の報告についてでございます。地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第２２条第１項の規定により、甲良町下水道事業特別会計資金不足

比率を報告するものであります。内容は、裏面をお願いします。資金不足比

率です。平成２９年度はありません。経営健全化基準が２０％であります。 

 続きまして、報告第４号であります。平成２９年度甲良町水道事業会計資

金不足比率の報告についてでございます。これも地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第２２条第１項の規定により、甲良町水道事業会計資金不足

比率を報告するものであります。内容は、裏面をお願いいたします。資金不

足比率、平成２９年度はありません。経営健全化基準が２０％であります。 

 以上であります。 

○丸山議長 これをもって報告を終わります。 

 ここで、監査委員の岡田議員から、平成２９年度甲良町財政健全化判断比

率、同じく下水道事業特別会計資金不足比率ならびに水道事業会計資金不足

比率の審査意見書が提出されていますので、その報告を求めます。 

 岡田議員。 

○岡田監査委員 平成２９年度財政健全化審査意見書。 

 財政健全化法の規定により、平成２９年度甲良町財政健全化について、判

断比率を審査した結果、その意見は次のとおりである。 

 審査の概要。財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率およ
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びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかど

うかを主眼として実施した。 

 審査の結果。総合意見、健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項

を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。個別

意見としまして、実質赤字比率について、実質収支は黒字のため算出されな

い。連結実質赤字比率について、連結実質収支は黒字のため算出されない。

実質公債費比率について、１１．９％となっており、早期健全化基準の２５．

０％と比較すると、これを下回り良好である。将来負担比率について、将来

負担比率は将来負担額から充当可能財源等を引くとマイナスであり、比率は

算出されないため健全である。 

 続きまして、平成２９年甲良町下水道事業特別会計および水道事業会計経

営健全化審査意見書。財政健全化法の規定により、平成２９年度甲良町下水

道事業特別会計および水道事業会計の経営健全化について、判断比率を審査

した結果、その意見は次のとおりである。 

 審査の概要。経営健全化審査は、町長から提出された資金不足比率および

その算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうか

を主眼として実施した。 

 審査の結果。総合意見、資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を

記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。個別意

見、資金不足比率について、両会計とも資金不足は生じないため算出されな

い。 

 以上です。 

○丸山議長 ありがとうございました。以上で報告を終わります。 

 次に、日程第５ 認定第１号から日程第１３ 認定第９号までの議案を一

括議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 認定第１号 平成２９年度甲良町一般会計歳入歳出決算認定

について。認定第２号 平成２９年度甲良町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について。認定第３号 平成２９年度甲良町下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について。認定第４号 平成２９年度甲良町住宅新築資金等

貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について。認定第５号 平成２９年度甲

良町土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算認定について。認定第６号 平

成２９年度甲良町墓地公園事業特別会計歳入歳出決算認定について。認定第

７号 平成２９年度甲良町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。認

定第８号 平成２９年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認
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定について。認定第９号 平成２９年度甲良町水道事業会計歳入歳出決算な

らびに事業報告の認定について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年９月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 認定第１号から認定第８号までは会計管理者、認定第９号は建設

水道課長にて、順次説明を求めます。 

 会計管理者。 

○宮川会計管理者 おはようございます。 

 それでは、私の方から認定第１号から第８号の平成２９年度一般会計およ

び特別会計の決算書について説明させていただきます。 

 それではまず、一般会計の決算書の冊子をお持ちいただき、２枚おめくり

ください。 

 タイトルが、平成２９年度甲良町一般会計決算書となっております。この

ページから始めさせていただきたいと思います。 

 それでは、平成２９年度甲良町一般会計決算書。 

 歳入歳出予算額４２億１，２４１万６，０００円、歳入決算額３９億９，

５３４万６，２９３円、歳出決算額３８億４，８２２万２，０８２円、歳入

歳出差引残額１億４，７１２万４，２１１円、うち翌年度繰越財源２，８８

１万８，０００円、実質収支１億１，８３０万６，２１１円。 

 １ページをご覧ください。 

 歳入でございます。款ごとの収入済額、不納欠損額、収入未済額の順に読

み上げますが、額がゼロ円の読み上げは省略させていただきます。 

 １款町税、収入済額８億３，５０３万２，１９９円、不納欠損額４５０万

８，４１０円、収入未済額５，２５１万９３円。 

 ２款地方譲与税３，４２４万１，０００円。 

 ３款利子割交付金１３０万３，０００円。 

 ４款配当割交付金３１５万９，０００円。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金３８２万３，０００円。 

 ６款地方消費税交付金１億１，３３４万８，０００円。 

 ７款自動車取得税交付金１，２６９万２，０００円。 

 ８款地方特例交付金２２５万２，０００円。 

 ９款地方交付税１６億５，４２２万９，０００円。 

 ３ページをお開きください。 

 １０款交通安全対策特別交付金１１６万２，０００円。 

 １１款分担金および負担金３，６９８万５，７２２円、不納欠損額２０万
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４，９２５円、収入未済額４０３万２，７３０円。 

 １２款使用料及び手数料２，３７９万５５６円、２，２９３万５，０８９

円。 

 １３款国庫支出金２億８，２７６万８０８円、３，００４万円。 

 １４款県支出金２億３，８４４万８，１５１円、８２７万５，０００円。 

 １５款財産収入１，２８５万３，２８０円、６０万円。 

 １６款寄附金７，３７９万８，９５９円。 

 １７款繰入金１億６，０８２万６，１３０円。 

 ５ページをお開きください。 

 １８款繰越金１億５，５８２万７，２２１円。 

 １９款諸収入１億２，５７２万２，２６７円、２９万２，０７６円、３９

１万８，１７５円。 

 ２０款町債２億２，３０９万２，０００円、５，８４０万円。 

 歳入合計、収入済額３９億９，５３４万６，２９３円、不納欠損額５００

万５，４１１円、収入未済額１億８，０７１万１，０８７円。 

 ７ページをお開きください。 

 こちらから歳出でございます。 

 歳入同様、款ごとに支出済額、翌年度繰越額を読み上げ、額がゼロ円の読

み上げは省略させていただきます。 

 １款議会費、支出済額６，５３１万２，４６７円。 

 ２款総務費７億２，２６２万１０８円、翌年度繰越額３，１００万８，０

００円。 

 ３款民生費１１億８，２８０万１，５５０円、２５０万円。 

 ４款衛生費２億５，９１３万２，０２３円。 

 ５款労働費５４万４，６５２円。 

 ６款農林水産業費１億８，６８７万６７８円、５，６９６万２，０００円。 

 ７款商工費４，４２５万１，８１１円。 

 ９ページをお開きください。 

 ８款土木費３億８，３７３万３，６８７円。 

 ９款消防費１億４，９３９万５，４２８円。 

 １０款教育費４億１，１１８万５，５９５円、３，５０６万３，０００円。 

 １１款災害復旧費の支出はございません。 

 １２款公債費４億４，２１６万７，５５８円。 

 １３款諸支出金２０万６，５２５円。 

 １４款予備費の支出はございません。 

 １１ページをお開きください。 
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 歳出合計、支出済額３８億４，８２２万２，０８２円、翌年度繰越額１億

２，５５３万３，０００円。 

 続きまして、特別会計へ移りますので、別冊の特別会計決算書をお手元に

おとりください。２枚おめくりください。緑色の表紙となっております。こ

ちらも一般会計と同様に読み上げさせていただきます。 

 それでは、平成２９年度甲良町国民健康保険特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額１１億６，１２４万４，０００円。歳入決算額１１億３，

９２２万３，９２３円、歳出決算額１０億７，６７２万１，９８９円、歳入

歳出差引残額６，２５０万１，９３４円、うち翌年度繰越財源ゼロ円、実質

収支６，２５０万１，９３４円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入、１款国民健康保険税、収入済額１億６，９７０万２９２円、不納欠

損額６８１万９，４８６円、収入未済額４，３３１万１，７０５円。 

 ２款使用料及び手数料７万３，８００円。 

 ３款国庫支出金２億６，４５０万５，３５５円。 

 ４款療養給付費交付金１，５８５万６，７７５円。 

 ５款県支出金７，４８０万９，９５６円。 

 ６款共同事業交付金２億４，６８７万６，７２１円。 

 ７款財産収入１４円。 

 ８款繰入金９，８５４万４，２３２円。 

 ９款繰越金３，４５２万８５３円。 

 １０款諸収入２０８万７，７０９円。 

 ３ページをお開きください。 

 １１款前期高齢者交付金２億３，２２５万５，１４６円。 

 歳入合計、収入済額１１億３，９２２万３，９２３円、不納欠損額６８１

万９，４８６円、収入未済額４，３３１万１，７０５円。 

 続きまして、５ページをお開きください。 

 歳出、１款総務費、支出済額３，０７３万５，５４１円。 

 ２款保険給付費６億３，５８４万６，１３６円。 

 ３款老人保健拠出金２，２９１万円。 

 ４款介護保険納付金４，３６３万６，５００円。 

 ５款共同事業拠出金２億３，０６５万５，９９５円。 

 ６款保健事業費１，９２９万４，９３８円。 

 ７款基金積立金１４円。 

 ８款諸支出金１６０万９，２４９円。 

 ９款公債費６１５万９，８４５円。 
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 ７ページをお開きください。 

 １０款後期高齢者支援金等１億８３７万７，６０６円。 

 １１款前期高齢者納付金等４０万３，８７４円。 

 １２款予備費の支出はございません。 

 歳出合計、支出済額１０億７，６７２万１，９８９円。 

 続きまして、国保、３５ページの隣の水色の表紙をお開きください。  

 平成２９年度甲良町下水道事業特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額４億８，０６５万９，０００円。歳入決算額４億６，６４

０万３，５１９円、歳出決算額４億６，６０８万９，２９９円。歳入歳出差

引残額３１万４，２２０円、うち翌年度繰越財源ゼロ円、実質収支３１万４，

２２０円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入。 

 １款分担金および負担金、収入済額２０６万６，０００円、収入未済額１

３万４，０００円。 

 ２款使用料及び手数料９，１３９万１，５７０円、不納欠損額１６万５，

５７０円、７９６万２，９８０円。 

 ３款国庫支出金９００万円。 

 ４款財産収入２万７，７４０円。 

 ５款繰入金２億１，１７６万３，０００円。 

 ６款繰越金１０１万５０９円。 

 ７款諸収入３４万４，７００円。 

 ８款町債１億５，０８０万円。 

 歳入合計、収入済額４億６，６４０万３，５１９円、不納欠損額１６万５，

５７０万、収入未済額８０９万６，９８０円。 

 ３ページをお開きください。 

 歳出。 

 １款総務費、支出済額４，２７９万７，２８８円。 

 ２款下水道事業費７，５０９万３，１９４円。 

 ３款公債費３億４，８１９万８，８１７円。 

 ４款予備費の支出はございません。 

 歳出合計、支出済額４億６，６０８万９，２９９円。 

 続きまして、下水、１８ページの次のオレンジ色の表紙をご覧ください。 

 平成２９年度甲良町住宅新築資金等貸付事業特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額１，９５６万１，０００円、歳入決算額１，３６１万８，

９４１円、歳出決算額１，３６１万８，６８９円、歳入歳出差引残額２５２
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円、うち翌年度繰越財源ゼロ円、実質収支２５２円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入。 

 １款県支出金、収入済額５６万１，０００円。 

 ２款繰入金７５３万７，１００円。 

 ３款繰越金２５２円。 

 ４款諸収入５５２万５８９円、収入未済額１億４，９７５万５７０円。 

 歳入合計、収入済額１，３６１万８，９４１円、収入未済額１億４，９７

５万５７０円。 

 ３ページをお開きください。 

 １款総務費、支出済額８０９万８，１００円。 

 ２款公債費１００万２，６９４円。 

 ３款諸支出金５５１万７，８９５円。 

 ４款予備費の支出はございません。 

 歳出合計、支出済額１，３６１万８，６８９円。 

 続きまして、住宅資金、１２ページの次の緑色の表紙をご覧ください。  

 平成２９年度甲良町土地取得造成事業特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額６００万２，０００円、歳入決算額３万８，３３１円、歳

出決算額３万７，４３４円、歳入歳出差引残額８９７円、うち翌年度繰越財

源ゼロ円、実質収支８９７円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入。 

 １款財産収入、収入済額３万７，４３４円。 

 ２款繰越金８９７円。 

 ３款諸収入はございません。 

 歳入合計、収入済額３万８，３３１円。 

 ３ページをお開きください。 

 歳出。 

 １款公共事業用地取得事業費の支出はございません。 

 ２款諸支出金３万７，４３４円。 

 ３款予備費の支出はございません。 

 歳入合計、支出済額３万７，４３４円。 

 続きまして、土地取得、１０ページの次の紫色の表紙をご覧ください。 

 平成２９年度甲良町墓地公園事業特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額２４９万８，０００円、歳入決算額１１１万９８４円、歳

出決算額１１１万６３７円、歳入歳出差引残額３４７円、うち翌年度繰越財
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源ゼロ円、実質収支３４７円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入。 

 １款繰越金、収入済額７９３円。 

 ２款使用料及び手数料５３万円。 

 ３款諸収入５，０００円。 

 ４款財産収入１９１円。 

 ５款繰入金５７万５，０００円。 

 歳入合計、収入済額１１１万９８４円。 

 ３ページをお開きください。 

 歳出。 

 １款墓地公園管理費、支出済額３４万８，２３７円。 

 ２款諸支出金７６万２，４００円。 

 ３款予備費の支出はございません。 

 歳出合計、支出済額１１１万６３７円。 

 続きまして、墓地公園、１０ページの次のサーモンピンクの表紙をご覧く

ださい。 

 平成２９年度甲良町介護保険事業特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額８億３，９９８万４，０００円、歳入決算額８億３，５２

５万９３９円、歳出決算額８億１，５１０万４，９７９円、歳入歳出差引残

額２，０１４万５，９６０円、うち翌年度繰越財源ゼロ円、実質収支２，０

１４万５，９６０円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入。 

 １款保険料、収入済額１億５，３４１万６，８００円、不納欠損額１２５

万１，４６５円、収入未済額２４０万７，０９０円。 

 ２款使用料及び手数料１万４，６００円。 

 ３款国庫支出金２億２１２万４，９０７円。 

 ４款支払基金交付金２億２，１１２万７，８５６円。 

 ５款県支出金１億２，１１４万２，５３２円。 

 ６款財産収入６８３円。 

 ７款繰入金１億２，７１６万１，４３７円。 

 ８款繰越金１，０２５万５，６２４円。 

 ９款諸収入６，５００円。 

 ３ページをお開きください。 

 歳入合計、収入済額８億３，５２５万９３９円、不納欠損額１２５万１，
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４６５円、収入未済額２４０万７，０９０円。 

 ５ページをお開きください。 

 歳出。 

 １款総務費、支出済額３，４９０万４，０１５円。 

 ２款保険給付費７億５，７９４万９，２９５円。 

 ３款地域支援事業費１，８３８万９４８円。 

 ４款基金積立金および５款公債費の支出はございません。 

 ６款諸支出金３８７万７２１円。 

 ７ページをお開きください。 

 ７款予備費の支出はございません。 

 歳出合計、支出済額８億１，５１０万４，９７９円。 

 続きまして、介護保険、３５ページの隣の黄色の表紙をご覧ください。 

 平成２９年度甲良町後期高齢者医療事業特別会計決算書。 

 歳入歳出予算額７，３６９万４，０００円、歳入決算額７，０５０万３，

４０３円、歳出決算額７，０３５万６，３１２円、歳入歳出差引残額１４万

７，０９１円、うち翌年度繰越財源ゼロ円、実質収支１４万７，０９１円。 

 １ページをお開きください。 

 歳入。 

 １款後期高齢者医療保険料、収入済額４，２６３万５，７４２円、収入未

済額１４万２，１９１円の減。 

 ２款使用料及び手数料９００円。 

 ３款繰入金２，７７０万４，４５９円。 

 ４款繰越金３万９，８８４円。 

 ５款諸収入１２万２，４１８円。 

 歳入合計、収入済額７，０５０万３，４０３円、収入未済額１４万２，１

９１円減。 

 ３ページをお開きください。 

 歳出。 

 １款総務費、支出済額４４８万９，３７９円。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金６，５７４万４，５１５円。 

 ３款諸支出金１２万２，４１８円。 

 ４款予備費の支出はございません。 

 歳出合計、支出済額７，０３５万６，３１２円。 

 これで、私からの説明を終わらせていただきます。 

○丸山議長 建設水道課長。 

○中村建設水道課長 認定第９号 平成２９年度甲良町水道事業会計歳入歳出
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決算ならびに事業報告の認定についてをご説明させていただきたいと思いま

す。お手元の資料、ピンク色の表紙でございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 収益的収入および支出でございます。収入および支出につきましては、決

算額でご説明をさせていただきたいと思います。 

 収入、第１款水道事業収益１億９，９４１万９，５５２円。 

 支出、第１款水道事業費１億６，６５０万６，０７７円でございます。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 資本的収入および支出でございます。 

 収入、第１款資本的収入はございません。 

 支出、第１款資本的支出７，７７６万５，３２３円でございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する７，７７６万５，３２３円は、過

年度損益勘定留保資金５，９７５万８，６１２円、当年度損益勘定留保資金

１，７４１万４，７１１円および当年度分消費税および地方消費税資本的収

支調整額５９万２，０００円で補填をしたものでございます。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 損益の計算書でございます。下から８行目でございます。経常利益でござ

います。３，２３１万３，９８５円。下から３行目、当年度純利益は同額で

ございます。前年度繰越利益余剰金につきましては７，３２４万８，０２８

円。一番下段、当年度末処分利益剰余金１億５５６万２，０１３円でござい

ます。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。 

 貸借対照表でございます。 

 まず９ページ、資産の部でございます。下から８行目、固定資産の合計２

１億６，５７５万８，７４２円。下から２行目、流動資産合計３億７，５３

３万６，８１１円。資産の合計でございます。２５億４，１０９万５，５５

３円でございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 続きまして、負債の部でございます。上から３行目、固定負債の合計７億

４９５万１，０８８円。 

 続きまして、流動負債の合計８，４５８万５，８４４円、繰延収益の合計

８億６，６９２万８，８０１円。負債の合計１６億５，６４６万５，７３３

円でございます。 

 続きまして、資本の部でございます。下から３行目、余剰金の合計６億４，

５５０万７，４２０円。下から２行目、資本の合計８億８，４６２万９，８

２０円。負債資本合計は、資産合計と同額ということでございます。よろし
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くお願いいたします。 

 続きまして、１１ページをお願いいたします。 

 続きまして、事業の報告でございます。中ほど議会の議決事項につきまし

ては、１件の認定と１議案を提出させていただいたところでございます。 

 続きまして、１３ページをお願いいたします。 

 業務の関係でございます。一番下、年間の有収率につきましては８５．０

６％ということでございました。 

 続きまして、１５ページをお願いいたします。 

 事業収益に関する事項でございます。中ほど、供給単価でございます。１

立米当たり１６６．８円でございます。 

 続きまして、事業費用に関する事項でございますが、一番下から２行目、

給水単価、１立米当たり１３７．６円、収益的収支の比率１２０．７％でご

ざいます。 

 続きまして、１７ページをお願いいたします。 

 企業債および一時借入金でございます。前年度末の残高、企業債８億４，

３０４万７，９３４円。本年度償還額６，９７７万３，３２３円。本年度の

残高７億７，３２７万４，６１１円でございます。一時借入金についてはご

ざいません。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○丸山議長 質疑に先立ちまして、監査委員の岡田議員から、平成２９年度甲

良町各会計歳入歳出決算審査の報告を求めます。 

 岡田議員。 

○岡田監査委員 平成２９年度甲良町会計歳入歳出決算審査意見書について、

朗読をもって報告とします。 

 地方自治法の規定により、平成２９年度甲良町一般会計および特別会計、

企業会計歳入歳出決算ならびに関係帳簿、証拠書類を審査した結果、その意

見は下記のとおりである。 

 ２、一般会計。 

 歳入決算額は３９億９，５３４万６，０００円、歳出決算額は３８億４，

８２２万２，０００円、差し引き１億４，７１２万４，０００円となり、平

成３０年度へ繰り越した事業に要する財源２，８８１万８，０００円を差し

引くと、実質残額は１億１，８３０万６，０００円の黒字で翌年度へ繰り越

した。 

 １、歳入。 

 歳入決算額は３９億９，５３４万６，０００円で、前年度と比べて１，８

８４万３，０００円の減となっているが、主には地方交付税、国庫支出金、
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寄附金の減および町税繰入金、地方債の増などによるものである。 

 歳入決算における自主財源構成比は３５．６％と、前年度に比べて０．５

ポイント高くなった。今後は、さらに税や使用料を確実に徴収するとともに、

納付催促や納付意識の向上に努め、収入確保に最大限の努力をされたい。 

 滞納額の主な状況を見ると、１、町税は、不納欠損処分４５０万８，００

０円をした結果、５，２５３万円で３２６万７，０００円の増。２、保育園

保育料等は、不納欠損処分２０万５，０００円をした結果、４１１万４，０

００円で５７万８，０００円の減。４、住宅使用料は２，２５８万３，００

０円で２４万６，０００円の増。６、学校給食費は２４２万円で３２万４，

０００円の増。平成２９年度滞納額の合計額は８，４０１万６，０００円と

なり、前年度と比べて３０１万８，０００円増加している。不納欠損額も４

７１万３，０００円あり、依然として滞納額が大きな状況となっている。ま

た、地方税法に基づいた不納欠損処理が行われているが、料金などの徴収金

についても、申請が入らないよう町全体としての判断基準を規定化し、統一

されたい。なお、学校給食費や保育料、住宅使用料、児童クラブ利用料等は、

利用者負担が原則であり、社会状況の変化等もあるが、公平性を確保するた

め、未納者を出さないよう積極的かつ小まめな徴収事務により、一層徴収努

力をされたい。 

 ２、歳出。 

 歳出決算額は３８億４，８２２万２，０００円で、前年度と比べて１，０

１４万円の減となっているが、主には総務費、民生費の減、農林水産業費、

土木費、消防費の増などによるものである。普通会計ベースによる公債費比

率は１０．１％と前年度より１．０ポイント高く、地方債許可制限比率は５．

３％と前年度より０．２ポイント、地方債現在高比率は１１１．６％と、前

年度より７．４ポイントといずれも低くなった。財政構造の弾力性を示す経

常収支比率は９４．９％で、地方交付税等の減により、前年度と比べて０．

１ポイント悪化している。経常収支比率は、通常７５％以内が妥当であり、

町の財政は依然として弾力性に乏しく、硬直化しており、危機的状況にある

と言わざるを得ない。今後は、歳入に見合った歳出を原則に、限られた財源

の重点的・効率的な配分や、さらなる人件費の削減、不要不急の事業見直し

等により、歳出削減に職員が一丸となって取り組まれたい。 

 １、国民健康保険特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が１１億３，９２２万４，０００円、歳出が１０億

７，６７２万２，０００円で、差し引き６，２５０万２，０００円の残額は

翌年度へ繰り越した。滞納額は、不納欠損額の６８１万９，０００円を除く

と４，３３４万６，０００円となり、前年度より２６２万２，０００円減少



－18－ 

している。現年度の収納率は９５．０％と前年度より０．５ポイント下回っ

ており、不納欠損額も増加している。さらに基金の残高は１４万２，０００

円しかなく、平成２６年度には県からの広域化等支払基金貸付金３，０００

万円を借り受け、平成２８年度から３２年度までの５年間にわたり、毎年６

００万円の返済が必要なことから、本会計は危機的状況であると言わざるを

得ない。今後は、納期内納税者に不公平とならないよう的確な賦課徴収を行

い、給付担当課の住民課についても、適正な資格管理や給付事務の適正化に

努め、納付勧奨のサポートをしつつ、収納率の向上に連携を図りながら取り

組まれたい。 

 下水道事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が４億６，６４０万４，０００円、歳出が４億６，

６０８万９，０００円で、差し引き３１万４，０００円の残額は翌年度へ繰

り越した。上下水道使用料と受益者分担金の滞納額は８０９万７，０００円

と前年度に比べて１７万６，０００円減少しているが、まだまだ滞納額が多

い状況であり、今後は、分納誓約による時効の中断対策をとるなど、確実な

事務処理を遂行されたい。また、滞納者に対しては、催促や催告を定期かつ

確実に行い、特に悪質な滞納者には法的措置をとるなど、実効ある滞納整理

に取り組み、収納率の向上に努力されたい。 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が１，３６１万９，０００円、歳出が１，３６１万

９，０００円で、差し引き２５２円の残額は翌年度へ繰り越した。滞納額は

１億４，９７５万１，０００円と、前年度に比べて３５０万１，０００円減

少しているが、現年度の収納率は２３．７％と前年度より２７．４ポイント

下回っている。悪質な滞納者には、顧問弁護士等と相談の上、差し押さえや

競売に向けた法的措置をとるなど、強固な姿勢で収納率の向上に努力された

い。 

 続いて、土地取得造成事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が３万８，０００円、歳出が３万７，０００円で、

差し引き８９７円の残額は翌年度へ繰り越した。今後は、地籍調査業務と連

携し、早急に売却処分できるよう用地整備等の現状把握に努め、公募や隣地

の払い下げ等を実施されたい。 

 墓地公園事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が１１１万１，０００円、歳出が１１１万１，００

０円で、差し引き３４７円の残額は翌年度へ繰り越した。１７６区画が残っ

ていることから、今後も早期に処分できるよう町内外を問わず、事業者を含

め広くＰＲして販売促進に努められたい。墓地公園管理基金が減少している
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ことから、平成３２年度管理料の増額改正に向け、所有者等の理解が得られ

るよう連絡調整を行われたい。 

 続いて、介護保険特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が８億３，５２５万１，０００円、歳出が８億１，

５１０万５，０００円で、差し引き２，０１４万６，０００円の残額は翌年

度へ繰り越した。滞納額は２８２万円と前年度に比べて２９万３，０００円

減少しているが、これは、不納欠損処理をしたことも起因している。また、

現年度普通徴収の収納率は８５．８％と、前年度より１．７ポイント減少し

ており、毎月の収納等チェック体制を強化し、複数回の催告書発送や分納誓

約書を徴し、時効の中断対策を確立するほか、滞納の場合の給付制限につい

ての注意喚起の文書発行等により、収納効率向上に努められたい。また、預

貯金調査を行うなど実態把握に努め、今後は滞納者に対して差し押さえ等を

含めた法的措置をとるなど、強硬な姿勢で臨まれたい。 

 続いて、後期高齢者医療事業特別会計。 

 本会計決算額は、歳入が７，０５０万３，０００円、歳出が７，０３５万

６，０００円で、差し引き１４万７，０００円の残額は翌年度へ繰り越した。

今後も、納付義務の十分な理解を得られるよう初期段階での対応に努め、新

規未納者の未然防止に努められたい。 

 水道事業会計。 

 本会計決算の損益計算書において、収入の営業収益は１億４，４５４万円、

営業外収益は４，３６０万２，０００円、支出の営業費用は１億３，８４２

万円、営業外費用は１，７４０万９，０００円、当年度純利益は３，２３１

万４，０００円となり、前年度繰越利益剰余金７，３２４万８，０００円と

合わせると、当年度未処分利益剰余金は１億５６０万２，０００円となった。

滞納額は、不納欠損額の８万１，０００円を除いても３，６６０万５，００

０円となり、前年度より１３万５，０００円減少しているが、特に悪質な滞

納者へは、給水停止処分をするなど毅然とした対応を行うこと。また、不納

欠損処分は安易に行うことなく、分納誓約による時効の中断対策をとるなど、

確実な事務処理を遂行され、収納率向上に努力されたい。 

 次に、基金の残高について。 

 平成２９年度末１４億３，８８２万２，０６９円で、前年度より１，９０

４万７７４円減少している。 

 地方債の残高について。 

 平成２９年度末７３億７，００９万９，０００円で、前年度より３億８，

６３４万６，０００円減少している。 

 結論。 
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 平成２９年度甲良町一般会計および特別会計、企業会計の歳入歳出決算に

ついて審査した結果、決算の計数は正確であり、予算の執行および財産の管

理については、おおむね適正に処理されていると認められた。また、各基金

の運用状況を示す書類の計数については、関係諸帳簿および証拠書類と符合

しており、誤りのないものと認められた。 

 財政状況は、町税は法人町民税の増加により、３年ぶりに増収に転じ、さ

らに事務事業の見直しや経費の削減に努められたが、多くは依存財源に頼っ

ている現状である。中でも一般会計および特別会計、企業会計を合わせた地

方債の現在高は、総額７３億７，００９万９，０００円で、依然として大き

な借金を抱えている。特に適切な職員の配置や効率的な組織の運営など、行

財政運営のスリム化に向け努力し、義務的経費等の抑制に努められたい。 

 町税や使用料、保険料、貸付金等は、町財政における貴重な財源であり、

財源の確保は喫緊の課題である。公平公正な徴収の認識のもと、実効ある収

納徴収業務をさらに進められたい。具体的には、適時適切な納付催促や意識

づけを繰り返し行うなど、滞納の未然防止に努められたい。特に悪質な滞納

者には、滞納処分の実行や給水停止等を行うなど、町の強い姿勢を示し、必

要な措置をとられたい。さらに、住宅新築資金や住宅使用料等の長期悪質滞

納者に対しては、県や顧問弁護士等と相談の上、差し押さえや競売など、一

歩踏み込んだ措置をとられたい。さらには、税の公平性の観点から、町税お

よび町納付金に滞納がある場合には、一般施策等の補助事業にペナルティー

を課すことをさらに実行されたい。 

 最後に、公金横領事件による第三者委員会の提言を真摯に受けとめ、厳正

に対応すべく、さらなる組織的なチェック体制の確立や、条例等に基づく適

正な事務執行に努め、コンプライアンスと内部管制を徹底し、職員一人一人

が公務員としての自覚と使命感を再認識し、町民の不安等の解消と信頼回復

に向け、日々職務に専念されることを切望して、平成２９年度決算審査の意

見の結びとする。 

 以上です。 

○丸山議長 決算審査の報告が終わりました。 

 ただいま議題となっています認定第１号から認定第９号までの９議案につ

いて質疑はありませんか。 

 ９番 西川議員。 

○西川議員 国や県で今問題になっています障害者雇用について、甲良町の場

合は法令に違反していないのか、今、それは何人ぐらいおられて、総額何ぼ

で、いわゆるごまかしの採用はしていないかということをちょっとお聞かせ

ください。 



－21－ 

○丸山議長 総務課参事。 

○橋本総務課参事 西川議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 障害者雇用の甲良町の率でございますが、現在３．６７％でございまして、

これにつきましては、身体障害者手帳の確認などをいたしておりまして、現

在お二人の方が身障手帳を持っておられるというような状況でございます。

ですので、雇用率の方は上回っているということを報告させていただきます。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 町長にお尋ねします。 

 議運でも発言をさせていただきましたが、我が町の歴代の町長も同和対策

事業が最重要課題ということで取り組んでこられました。その総括、検証、

光の部分もあれば陰の部分もある。そしてその陰の部分を克服し、前進して

いく。今現在甲良町が直面している問題については、人口減少問題は、人口

の激減についてはなかなか緩和されていません。そのことも併せて、この同

和対策事業が正当に取り組まれて、町民同士がよかったねというように喜び

合える状況だったのかという点では、簡易な文書でも予算決算の常任委員会

に論議の素材として提出するように発言をしてまいりました。 

 今現在、提出されていませんが、そのことについてまとめて提出されるお

気持ちが、予定があるかどうか、お尋ねします。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 甲良町の最重要施策として同和対策、ハード・ソフト両面にわた

って長年、法体系の中で事業推進をしてまいりました。結果、法失効はしま

したが、地域の課題としては依然残っておりますし、それから法が失効した

からといって課題に直面をして解決に向けて取り組むということは、行政の

使命だというふうに思っています。 

 まだまだ総括、課題は多い中でありますが、今後の課題を含めて取り組む

べき方向については、簡単になるかと思いますが、書面を常任委員会に提出

をしたいというふうに思っています。 

○丸山議長 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 ぜひ今から１０日の予算決算常任委員会に間に合わすという点に

なりますと、簡便なものになるというのは理解できます。本来は議会の中で、

以前は同和対策特別委員会がありまして、その問題を審議する、そして町の

方向を議会と行政がタイアップしながら方向性を出していくということで特

別委員会が設置されてきましたが、それが法の失効とともになくなりました。

できれば、議会と行政が共有した、認識を共有するということが大事であり

まして、そういう問題、つまり私ずっとこの決算審査の監査委員の審査の中
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にも、その負の部分がずっと出てきています。 

 例えば、この差し押さえ、競売の提言が監査委員からされるんですけども、

１０年来そのことは執行されないまま来ています。それから、１２ページの

中に水道のところで指摘がありますが、不正取水の防止策に最善を尽くされ

たい。こういう意見書が出るということは、不正取水の疑惑ありということ

で、監査委員が認定をしながら、こういう善後策をとるようにと言うて指定

をされてきたというように思います。 

 このことが同和対策事業と直接結びついているわけではありませんが、以

前、議長の不正取水が発覚する中で裁判があり、その中では特定の地域で多

く不正取水が蔓延しているという状況がありました。そういう点でも、同和

対策事業を悪い方に利用して、こういう事業の執行に足を引っ張るという状

況がありました。ですから、そういう点でもそのことをきちっと総括をしな

がら次に進む。節目が私はないというふうに思っていますので、そういう検

証と総括、同和対策事業が最重点課題だと言われながら、その締めくくりが

一向にされていないように思います。総合計画、この中には触れています。

だけども、同和対策事業の中身について、本当に次に活かしていくためにや

られたわけですから、その次に活かしていくために、どうだったのかという

点では検証が不十分だと思いますので、ぜひその点、町長の書面で示しても

らう。 

 さらに突っ込んで、庁舎内で検証の委員会をつくっていただいて、場合に

よっては学識経験者、それから人権擁護委員の選任もされています。その方々

との合同の会議も開き、そして２つの委員会、議会にあります。その委員の

適切な方を選んでいただいて、合同の意見交換会をしながらまとめていくと

いうのが大事だと思いますので、ぜひその方向も検討していただきたいよう

に思います。見解をお願いします。 

○丸山議長 町長。 

○野瀬町長 西澤議員申されたとおりでありますが、これから書面の整理をし

ますので、簡単な書面になるかもしれませんが、精いっぱいまとめてみたい

というふうに思っています。予算委員会までに作成をしてご提示ができる準

備をしたいというふうに思います。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

 ９番 西川議員。 

○西川議員 不納欠損は前々からずっと言っていて、回収を努力されていると

いうことはお聞きしていますけど、今回もこの監査報告でも不納欠損に対す

る対策がまだし足らないということだと思うんです、未熟だということだと

思うので、この決算常任委員会に必ず各課目、項目とも不納欠損のその年に
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対する処理で催告書を出したとか件数が何件ある、そういうことを報告して

いただきたいと思いますが、よろしくお願いします。成果がどうであったか

ということまで。 

○丸山議長 会計管理者。 

○宮川会計管理者 今言われましたように、各項目についての処理の報告と成

果について、また委員会の方に資料として、各課の担当課の方から説明でき

るような資料を手持ち資料として、こちらで準備させていただくということ

でもよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

 ４番 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 今回も監査委員の方からありまして、滞納額ということで、

きのう資料の方を出してはいただいているんですけど、その中を見ています

と、生活困窮者というのがほとんど書かれています。教育委員会においては

全部生活困窮者と書いてありました。その課によって生活困窮者とはどうい

うあれで決めているのかというのも、はっきりとわかりませんし、どういっ

た場面が生活困窮者になって、一生懸命税金を払うている人も、もし同じ、

収入が同じでも一生懸命払っている人と、一緒の金額でも生活困窮者という

だけで済ましているのか、そういうところがはっきりとしていないというこ

とが、前から私ども言ってきましたので、生活困窮者と書かれておる理由、

その課によってどういうふうに区別しているのか、それでまたどういったか

げんでなっているのかというのを、しっかりと出してもらうようにお願いし

ます。 

○丸山議長 会計管理者。 

○宮川会計管理者 また委員会の方で報告させていただきます。 

○丸山議長 ４番 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 委員会の方でするということなんですけど、課ごとの統一と

か全部されているんですか、徴収会議によって。 

○丸山議長 会計管理者。 

○宮川会計管理者 現在、提出させていただきました資料の中で、また定義と

いうものを決めてはおりません。 

○丸山議長 ４番 山田裕康議員。 

○山田裕康議員 定義を決めていないのに、どうして生活困窮者という課ごと

に出てくるのかというのは不思議でしようがないんです。定義を決めへんの

に、何で生活困窮者を書いていて済ませているのかいうのはおかしいと思い

ますので、生活困窮者という書き方をやめていただくかどうかしないと、は
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っきり言ってどうして納めらへんのかという理由がないのに、ただ生活困窮

者で終わらせてたらあかんので、これは定義もないのに、何でそうなってい

るのかいうのをしっかりと報告を願います。 

○丸山議長 会計管理者。 

○宮川会計管理者 今のお言葉に対して、また委員会の方でお答えさせていた

だきます。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています認定第１号から認定第９号までの９議案につ

いては、会議規則第３９条第１項の規定により、お手元に配布している議案

付託表のとおり所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○丸山議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 次に、日程第１４ 議案第５３号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第５３号 甲良町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年９月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課参事。 

○橋本総務課参事 それでは、議案第５３号につきましてご説明を申し上げま

す。 

 この条例の３１条につきましては、職員の給与から控除することができる

ものをうたっております。今回、職員の給食費に相当する金額を加えるもの

でございます。 

 改正の理由といたしまして、現在職員の給食費に関しましては現金で取り

扱っております。平成３０年４月１日から運用しております公金取扱マニュ

アルに沿いまして、現金を取り扱わないことにするため、給与天引きとする

ことの改正でございます。 
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 附則、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第５３号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第５３号は可決されました。 

 次に、日程第１５ 議案第５４号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第５４号 甲良町税条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年９月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○福原税務課長 それでは、議案第５４号 甲良町税条例の一部を改正する条

例について説明いたします。 

 改め文の１ページをご覧ください。 

 まず、第２４条と第３６条の２につきましては、個人町民税に関する定義

変更等でございます。これにつきましては、平成３１年１月１日に適用をす

るというものでございます。 

 次に、第９２条から４ページの第９８条につきましては、町たばこ税に関

して改正するものでございます。主に加熱式たばこの課税方式の見直しおよ

び税率改正や文言修正等で、特に第９５条では、現行５，２６２円の税率を

５，６９２円に引き上げる改正で、適用年月日は、平成３０年１０月１日で

ございます。 

 ４ページをご覧ください。 
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 ４ページからの附則第１０条の２については、固定資産税関係でございま

す。わがまち特例の見直しに伴い、甲良町で定める特例の割合を見直すとい

うものでございます。甲良町の特例につきましては、国が定める基準に準じ

ております。 

 この改正の適用につきましては、平成３１年４月１日でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、議案第５４号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 

 よって、議案第５４号は可決されました。 

 次に、日程第１６ 議案第５５号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第５５号 平成３０年度甲良町一般会計補正予算（第２

号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年９月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 総務課長。 

○中川総務課長 議案第５５号 平成３０年度甲良町一般会計補正予算（第２

号）を説明させてもらいます。補正予算書をお願いします。裏面をお願いし

ます。 

 平成３０年度甲良町一般会計補正予算（第２号）であります。 

 歳入歳出の予算であります。歳入歳出のそれぞれ予算にそれぞれ１億１，

０５９万７，０００円を加算し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４

１億２，３０８万７，０００円にするものであります。 
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 １ページの第１表をお願いいたします。 

 収入の部であります。 

 １２款使用料及び手数料、補正額３４万２，０００円。 

 １３款国庫支出金、補正額６７２万３，０００円。 

 １４款県支出金８５万４，０００円。 

 １５款財産収入２２７万５，０００円。 

 １７款繰入金１，５２３万９，０００円。 

 １８款繰越金７，５１８万５，０００円。 

 １９款諸収入９９７万９，０００円。 

 歳入合計が１億１，０５９万７，０００円であります。 

 次の２ページをお願いいたします。 

 歳出であります。 

 １款議会費、補正額９万円の減。 

 ２款総務費８，９１７万８，０００円。 

 ３款民生費２，１５９万４，０００円の減。 

 ４款衛生費４１０万５，０００円。 

 ６款農林水産業費２８万３，０００円。 

 ７款商工費２９４万６，０００円の減。 

 ８款土木費１１０万８，０００円。 

 ９款消防費３０万円。 

 １０款教育費４，０２５万３，０００円。 

 歳出合計が歳入合計と同額であります。 

 以上であります。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 １点目は、これから冬に向かいます。暑い夏も猛暑日がずっと続

きました。それで９月の補正予算ですので、冬に向かう冬季の暖房費補助、

これを町としては考えていないのか、ぜひ考える必要があるというふうに思

いますが、今回の補正予算の中には計上されていません。どういう対応をと

られるのか、お尋ねします。それが１点目です。 

 ２つ目は、１１ページの町のＰＲパンフレットデザイン作成委託などとも

関連をして、移住定住促進のパンフレットをつくるんだということで、全協

で説明がありました。そこで、どういう対象でつくるのか、そして誰と相談

をしながらつくるのか、そして議会のかかわりがないのか、つまり議員に論

議を求めて、そしていいものをつくるという方向で考えていないのかという

点で説明をお願いしたいと思います。 
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 その下の実態調査委託ですが、集落を対象とした調査をするんだというわ

けですけれども、その目的、そして全住民を対象にするのか、それとも役員

さんだけを対象にするのか、その集落といいますけども、どういう対象でそ

の調査をしようとしているのか、説明をお願いします。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 まず、実態調査についてお答えをさせていただきます。 

 集落の方に実態調査にお伺いさせていただくのは、東京農工大学の先生に

お願いするものでございまして、対象といたしましては、集落内における集

落の基礎的なデータということで、集落でお持ちの観光データまたは人口デ

ータ、そのあたりも全て含めた形で基礎的なデータを、まず１点、実態調査

として入っていただくということで、そちらの方の対象につきましても、ど

のようにやっていくのかということにつきましては、大学の方と協議をさせ

ていただいている中でございますので、集落ごとでケースは変わる場合もあ

るということで、全員をやっていただくという場合もありますし、役員さん

で対応なされるという集落もあるということは想定しておるところでござい

ます。 

 また、町のＰＲのパンフレットデザインということで、そちらの方につき

ましては、今現在内部会議をしております。そういった中で、推進会議、さ

まざまな役員さん、外部の方も入っていただいておりますので、そちらの方

で検討を進めてまいりたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

○丸山議長 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 冬季の暖房費の補助金については、現在のところ考えて

おりません。 

○丸山議長 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 ぜひ予算としては膨大にならないんです。５００万、６００万を

超えないというように思います。そういう点では、少額ですけども、例えば

５，０００円の補助というようになりますと、６５歳以上全てということで

はなくて、非課税世帯ないしは、その合理的な基準があると思いますが、以

前、山崎町長のときに実施をされました。大変好評でした。金額は１カ月も

つような暖房費補助ではないんですけども、町が私たちの暮らしのことを考

えてくれているというメッセージになるんですよね。 

 そういう点では、各地でやっていること。それから例えばにしますけども、

多賀町でランリュックの補助が出ました。これは非常に喜ばれたそうです。

一人一人の予算としては非常に少額ですけども、子どものことを町が考えて

くれているというメッセージが伝わって、私どもの町にも、それぞれいろん
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な意見を聞くことがありました。そういう点では、そんなことをぜひ考えて

いただきたいというように思います。 

 それから、移住定住を促進するパンフレットの件ですけども、議会の関与

が全くないのかどうか聞いたんですけども、説明がありません。再度議会と

もコンタクトをとる、ないしは協議をするという場も設けていただいて、意

見交換の場をつくるという方向で、ぜひ考えていただきたいと思いますが、

いかがですか。 

○丸山議長 企画監理課長。 

○村岸企画監理課長 失礼しました。回答ができておりませんでした。 

 推進委員会、そのあたりで協議をさせていただいた後、また議会の方にも

報告をさせていただいて、ご報告はさせていただきたいと思います。その場

で協議の方をお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

○丸山議長 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 報告が気になるんですよね。つまり、でき上がったものを報告す

るというだけと違って、つくり上げるために議会と協議をするという立場で

臨んでいただきたいというように思います。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１７ 議案第５６号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第５６号 平成３０年度甲良町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年９月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○小林住民課長 議案第５６号 平成３０年度甲良町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

 補正予算書表紙裏面をお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，９７３万９，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億２，２７１万９，０００

円とするものでございます。 
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 次のページ、第１表歳入歳出予算補正書をお願いいたします。 

 歳入の部。 

 ６款繰入金、補正額５７８万１，０００円。 

 ７款繰越金６，２５０万円。 

 ８款諸収入１４５万８，０００円。 

 歳入合計、補正額６，９７３万９，０００円とするものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳出の部。 

 １款総務費、補正額２４０万１，０００円。 

 ７款基金積立金８００万円。 

 ９款諸支出金２，１５７万６，０００円。 

 １０款予備費３，７７６万２，０００円。 

 歳出合計は歳入合計と同額でございます。よろしくお願いいたします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１８ 議案第５７号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 議案第５７号 平成３０年度甲良町介護保険特別会計補正予

算（第１号）。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年９月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○米田保健福祉課長 議案第５７号 平成３０年度甲良町介護保険特別会計補

正予算（第１号）についてご説明申し上げます。補正予算書裏面をご覧くだ

さい。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，９７６万２，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億６，６３１万２，０００円

とするものでございます。 

 次のページ、第１表歳入歳出予算補正をお願いします。 

 歳入。 

 ７款繰入金、補正額１，０６１万７，０００円。 

 ８款繰越金１，９１４万５，０００円。 
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 補正額合計２，９７６万２，０００円。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出。 

 １款総務費、補正額１，０６１万７，０００円。 

 ６款諸支出金１，１１２万２，０００円。 

 ７款予備費８０２万３，０００円。 

 歳出合計は歳入合計と同額でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 次に、日程第１９ 同意第５号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 同意第５号 甲良町教育委員会教育長の任命につき、同意を

求めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年９月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 町長。 

○野瀬町長 同意第５号 甲良町教育委員会教育長の任命につき、同意を求め

ることについてご説明申し上げます。 

 現職の橋本教育長の任期満了が、本年９月３０日でございます。橋本教育

長につきましては、甲良町の教育の進展にご尽力をいただいているところで

ございます。私といたしまして、この任期満了を区切りとして、新たな教育

長を迎え、ダイナミックな甲良町の教育振興を図りたいと考えております。

現教育長の教育にかける思いもあるところでございますが、人事の一新を図

りたいと考えているものでございます。 

 それでは、議案でございます。下記の者を甲良町教育委員会教育長に任命

したいから、地方教育行政の組織および運営に関する法律の定めによりまし

て、議会の同意をお願いするものでございます。 

 住所、滋賀県彦根市野良田町１７９番地７。 

 氏名、松田嘉一。 

 生年月日、昭和３１年５月１８日でございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 
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○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

 １１番 西澤議員。 

○西澤議員 昨今教育行政における課題は非常に煩雑、複雑、また多岐にわた

っているというふうに思います。そこで、政府および文科省が進めようとし

ている中心的なところの教育の課題は、競争教育を中心として進められてい

ます。つまり、学力テストを全国的に実施して序列化を進める。そして、ふ

るい落としをしていく。こういう点で、どの子も伸びる要素を持っていなが

らふるい落とされていく。そして、その中での学校現場、それから地域や家

庭においてでも、いじめやそれから本人の居場所が居づらい状態を継続して

います。 

 そういう点でも、その子どもが置かれている現状、それから政府が進めよ

うとしている大変大きな流れ、これに対してしっかりと地方の行政、地方の

教育行政として物申す、こういう立場で仕事をしてほしいというように私は

切に思っています。 

 教師の多忙化も、政府では教師の働き方改革と言われるぐらい、教師の多

忙化が進められています。甲良町の場合は加配があり、比較的恵まれた状態

だというふうに私は思っています。しかし、一人一人の教師の実務量からい

うたら大変大きな、また複雑な仕事が絡んでいます。そういう点でも、教育

委員会の教育委員として、そういう立場、２つの問題をしっかりと見据えな

がら、甲良町の教育行政に携わっていただきたい。 

 そして甲良町における問題の一つに不正の問題があります。利権や不正に

絡んでいろいろなことが起こってきますが、だめなものはだめということを

貫いて、教育委員として活躍をしていただきたいということを申し上げて、

賛成討論とします。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、同意第５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 

 起立全員です。 
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 よって、同意第５号は同意されました。 

 次に、日程第２０ 同意第６号を議題とします。 

 議案を朗読させます。 

 局長。 

○陌間事務局長 同意第６号 甲良町教育委員会委員の任命につき、同意を求

めることについて。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年９月６日。 

 甲良町長。 

○丸山議長 本案に対する提案説明を求めます。 

 町長。 

○野瀬町長 同意第６号 甲良町教育委員会委員の任命につき、同意を求める

ことについてご説明申し上げます。 

 下記の者を甲良町教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織

および運営に関する法律の定めに基づきまして、議会の同意をお願いするも

のでございます。 

 住所、滋賀県犬上郡甲良町大字呉竹２３０番地７。 

 氏名、市山明人。 

 生年月日、昭和２８年４月３０日。 

 市山氏につきましても、本年９月３０日が任期満了でございます。現在４

期教育委員をお務めいただいております。引き続いて再任でお願いをしたい

というものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○丸山議長 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 

 ９番 西川議員。 

○西川議員 きのうの全協で申し上げた回答が出ていませんので、先にお願い

します。 

○丸山議長 教育次長。 

○西村教育次長 教育委員さんの活動内容ということでご説明させていただき

ます。 

 教育委員という組織、甲良町議会で言えば甲良町全般の議会運営というこ

とで、町の施策等の審議等、条例の可決等をしていただいておりますが、教

育委員会議につきましては、その甲良町全体の部分の中の教育施策につきま

して、予算、決算をはじめ条例等の審議をこの会議前、開会前に行わせてい

ただいております。そのほか、学校現場等の視察、それから給食、そういう

ようなのを視察して、そこでまた学校、各校の校長等から教育現場における

課題等の報告を受けながら、その審議をするということをやっております。 
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 とりわけ先ほど学力テストの話も出ましたが、学習状況調査ということで

併せて実施されております。日ごろの子どもの思い、それから学習の態度等、

こういったことを細かく校長の方から報告を受けて、その内容の方を確認し

ているというところでございます。 

 あとそのほか、教育委員の研修といたしましては、郡の研修、また県の研

修、近畿の研修というところで研修の方への積極的な参加ということでさせ

ていただいております。 

 また、個人的に就学の支援を必要とする子どもたちの保護者のその支援に

ついても、議会の方の予算の可決前に、事前に教育委員会の会議の中で、具

体的に生活状況等を報告して、支援が必要という認定を受けた者で、その後

町議会の方へ予算書としての提案をさせていただいております。 

 主な報告としては以上です。よろしくお願いします。 

○丸山議長 ９番 西川議員。 

○西川議員 今、報告を受けましたが、教育委員会委員の委員会の会議そのも

のが、今言われたのは上滑りな話だとは思うんですけど、生徒の実態を見る

とか、そういうことは当たり前の話で、やはり学校の先生に対する指導がど

ういうふうなことを言われているかとか、そういうことまで突っ込んだ中で

会議をやらないことには、あした一般質問させていただきますので、詳しい

ことは申し上げませんけど、そういうところまで踏み込んでいるのかどうか

というのだけはお聞かせください。 

 それと、今、ふるさと納税も１，４００名の方ですか、教育に使ってくれ

というような形で寄附をされています。そういうことも有効活用していかな

いかんのだと思うんですが、そういう中でも、教育に対して期待をされてい

るわけです。そういうところを教育委員さんの中で、やはり給食費の未納だ

とか、そういうところもやっぱり議論されているとは思うんですけど、ただ

しているだけではだめなので、実務をする人に対しての指導とか、そういう

ものがなかったらだめだと思うんですが、その辺はどうなっていますか。 

○丸山議長 教育次長。 

○西村教育次長 ご指摘のありました実際の教師に対する指導というところで

は、実際のところは細かくは行っておりません。ただ、現在のところ中学校

につきましては、仏教大学と連携して、教師、教育の指導の方法等を学びな

がら、甲良中学校でしたら中学校のこの子どもたちにはこういう授業方針で

臨むというような指導を受けているということで、また、小学校におきまし

ても滋賀大学と今後連携して、教師に対する教育の指導等を行う予定をして

おりますので、そういった形での報告を、教育委員さんの会議の中でもやっ

ていきたいというところでございまして、現状のところは詳細な指導という
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ところまでは行っていないという状況でございます。 

○丸山議長 ９番 西川議員。 

○西川議員 答えていない。 

○丸山議長 教育次長。 

○西村教育次長 滞納関係につきましては、もう決算報告という中でしている

ということなので、こちらの方の議会の中で、詳細までのそういう質疑応答

というところまでは、現状は行っておりませんが、今後はそういった面も報

告した中で、一緒にご指摘をいただいたり、こっちの取り組み状況も報告し

たりしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○丸山議長 ９番 西川議員。 

○西川議員 今、給食のことを言われましたけど、していないというような話

なんですが、以前の教育委員さんは、そんな給食費の未納なんていうのは考

えられなかったということで、ものすごく指導したというふうにおっしゃっ

ていました。その辺のところを今はもうおざなりになったような会議をして

いるんじゃないかなというのが私の気持ちなんですよ。その辺をもっと手厳

しくやるような会議にもっていかないと、今までの委員さん、何しているの

というようなことになってきますので、その辺のところを再度確認したいと

思います。 

○丸山議長 教育次長。 

○西村教育次長 議員のおっしゃるとおりでございます。今後はそういった部

分も議題に積極的に上げていくことを約束させていただきます。 

 それと、この会議につきましては、原則公開というふうになっております

ので、公開できる、傍聴もしていただけるということでございますので、ま

たよろしくお願いいたします。 

○丸山議長 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○丸山議長 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより、同意第６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○丸山議長 ご着席願います。 



－36－ 

 起立全員です。 

 よって、同意第６号は同意されました。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これをもって散会します。ご苦労さまでした。 

（午前１０時５０分 散会） 



－37－ 
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